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親子農業共同経営と相互扶助的

刈分小作に関する比較研究

一一東北タイ・ドンデーン集落における家族周期の分析一一
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1. はしがき

タイ悶東北部はタイ全国の%の人口と水田を擁して

おり，その大部分は天水田における自給米の生産を主

としている. 1970年から’80年の10年聞における同国の

稲作面積の増加は223万haと著しく，その少なからぬ部

分は東北タイにおける増加而前である．それゆえ東北

タイの多くの集落は，開拓村としての性格が強い．本

稿において分析対象とするドンデーン集落札束北タ

イの中心都市コンケーンの近くに位置しており， 1m妬
村としての性格を保持してνる．とれらの集落では，

重要な農業経営形態のひとつとして親子民業共同経営

がみられる．

第 1 次大戦後のわが国においても，，~日型地など生産

力の低位不安定な地域では，メIJ分小作関係にある地主

と小作人とが農業共同経営を組織していた事実が指摘

されている．またアメリカ合衆国では，親から子への

民業経営の移譲形態として父子共同経営がみられる

υ． 以上の事例は，特定の条件下では一方の！町！？が労

働力のみを提供し，他方の世帯が民地と資本等を提供

する経営体を，世業共同経営として定義できることを

示している．本稿における第1の課題は，世業共同経

営の概念とその会計分析方法とについて考察して，東

北タイ段村における親子段業共同経営の意義と役割な

らびに家按周期からみたその展開過程を明らかにする

ことである2>.

また東南アジア諸国におけるメIJ分小作について，地

主・小作関係の特徴から不在大地主型，パトロン・ク

ライエント型，相互扶助型の3類型が指摘されてい

る．乙のうち相互扶助的刈分小作について，一方では

)(IJ分小作段を自己完結的経営単位としてlltt捉できない

ことが，他方では抽象的な小作地の発生条件がそれぞ

れ指摘されている3). しかし，これらの論点は抽象的

条件の提示に留まり，後述するように潤族問の波情な

協働・宜削1関係や伝統的土地所有を]iij促に，刈分小作

の経営単位やその発生原理について考祭する視点が欠

落している．本稿における第2の課題は，親子民業共

同経営と刈分小作の比較分析により．相互扶助的刈分

小作の発生原理を試論的lζ明らかにするζ とである．

そのために刈分小作1!l:1if;と刈分地主i!l:{ffとを家族周期

の各局而に位Illづける方法をとる．

上記詞！題の分析のために， ドンデーン集落の出家経

済調査結果を利用する．乙の調査は文部省科学研究費

補助金海外学術調査「タイ閏村落構造’の動態的研究」

計四（代表：石」I：米娩〉の一員として突施した．調査

対象出家は66戸であり，集落内全世帯の中から水問所

有規位階隠別に37.5%.の割合で選定した．本集落では

規子民業共同経営が広範聞にみられ，近年， il!l:外就業

機会の拡大lζより刈分小作が増加している. 1981年現

花，調査良家の自作地率は38%，共同経営地率は39%

，小作i也率は23%であり，上記詞！題を考察するための

調査対象集落として適切であると思われる．

2. 農業共同経営の概念とその会計分析方法

( 1 ）農業共同経営の概念

わが国の段業共同経営は，複数の出家が労働力，土

地，資本を提供して単一の経営体を形成し，生産から

収益分配．危険負担まで共同で行うものと定義でき

る4)J.!!k業共同経営iζは，経営要素の結合体である経営

体的側而と人的結合体である組織体的側而とがある．

前者では全参加股家による土地あるいは資本のHI資と

それに対応する収益分配i乙後者については経営の意

思決定が構成員全員Iとより行われる点にそれぞれ特徴

がある． ζの場合， HI資と経営および労働と資本が未

分離で，営利を目的とする自作股を対象とする121:業共

同経営の定．詫であり，土地や資本の近代的所有権と個

別出家ll¥Jの人間関係が近代的である乙とを前出として

いる．

しかし l：記の民業共同経営の概念では，前述した刈

分小作関係にある地主と小作人による共同純計や初lりl
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段階の父子共同経営，東北タイ農村の親子政業共同経

営を，その中！と包含しえない内容となっている．乙れ

らの事例は経営要素の提供内容からみると，地主と小

作人あるいは農村労働者と服用者の関係と同ーであ

る．しかし経営の意思決定主体や危険負担の主体につ

いてみると．複数世；！日：5】による共同決定や共同の危険

負担が確認できる．それゆえこれらの事例は，地主と

小作人あるいは脱村労働者と席用者の関係とは区別で

きる共同経営としての特徴を保持しているし，乙の限

りで従来の農業共同経常の定義は補足される必要があ

る．

出家経済における民業経営体を認識する場合，慌lliil

的lζ経営体と経営要素Ill資休（家計）とを分離して考

える．すなわち，企業会計の公準である企業実体を前

提としている. 11！！：業経営体をIll資体から事I！なした経営

要素の組織体としてJ巴Jillする場合， Ill資体の続・泣喪主

所有と経営体の資産所有とは分離して考える必要があ

る．との点はt主業共同経営についても同肢であり， Ill

recと経営が米分離の段附でも， III資休である複数11t;m:

の経営要素所有と共同経営における資産共有とは区別

して考える．わが同の民業共同終：営ではIWti休におけ

る近代的な経営要議所有と，経営体における資産共有

とは区別できるし，この場合金参加出家による土地あ

るいは資本のIll資が，経営体における資産共有とその

構成員による共同意思決定の基礎条件となる．

とζろでアメリカ合衆同の父子共同経営やタイ同東

北部でみられる現子民業共同経営は， 111資と経営が米

分離の段階にある．この場合， IHft体における経常要

素所有と経営体における資産所有とは同ーのものであ

る．それゆえ，との段階の共同経営では複数世帯のUl

資体において，経営要素共有の条件が成立していなけ

ればならない．そとでは111'.tf休lとおける経営要素の所

有形態が，経営体における資産共有とその陥成員によ

る共同意思決定とを規定している．

東北タイの調夜集落では，近代的土地所有椛とは異

なる土地所有形態がみられる．そこでは親子・兄弟姉

妹問の濃衝な相If.扶助を目的として，政j也の使用・処

分について当骸現族内で強い相互規制がみられ，私的

土地所有権が厳しく制限されている．すなわち， 1組

の夫婦が結婚後も，夫と斐はそれぞれの親を中心とす

る波狭と慌接な関係をもち，相続した伐地は各々の続

肢の終．済的機能を強化するために活用される．それゆ

え，当該視核内では共有lζ近い土地所有形態がみら

れ，これを伝統的1-.J11！，りr有と呼ぶり． t~Jtl！の使 fll ・処 ι 

分について強い相互規制がみられる親族内で組織され

る共同経営では，共有lζ近い土地所有意識が存在する

ζ とから，共同決定の基礎条件は必ずしも全参加出家

による土地あるいは資本のIB資に悶われない．との場

合労働多投型のv注~~技術水準にある ζ とから，労働力

の捉供関係がより重要な共同決定の条件となる．

伝統的土地所有下では，濃密な相互扶助が期待され

る親子・兄弟姉妹をひとつの意思決定単位として，民

業共同経営が組織される．この場合，経営要素のHI資

関係には共有lζ近い土地所有と労働力の均等提供の特

徴があり，生産の不安定性lζ対する共同の危険負担お

よび1'.1給食組の確保を目的とするi民街な相互扶助l乙

共同決定のli'l.~1't：条件がある．伝統的土地所有下の民業

共同経営をとのようiと理解するならば，親世帯が政

j也，労働力，主要資本を提供し，子供世帯が労働力を

提供して迎営される単一の経営体は，席用者と股村労

働者との1i1係とは異なり，ひとつの共同経営として把

揮できる．同様に兄務姉妹関係にある 2つの世帯につ

いて，一方が民地と主要資本をII＼資し，他方が労働力

のみを提供する経営体も，特定の条例：下では地主・小

作間保としてE：持されずに，一拍の共同経営として考

えられる．乙の場合，共同経営の特徴として重要なと

とは，全参加V1家による土地あるいは資本のtHf:iとそ

れに対応する収益分配ではなく，その構成員における

土地所有形態と相互扶助関係とである．

乙のように共同経営を広義lと把握すると，前述した

刈分小作関係iとある地主と小作人の共同経営や初j別段

階の父子共同経営をその中！と包含できる．前者ではllfl

型地の土地所有権が弱く，慣行小作権が発生しやすい

条例zと， rm型地の地主と小作人の関係は本家・分家関

係あるいは分家担いされた奉公人等疑似親子関係の場

合が多いことから，また後者では股地相続を前提とし

た親子関係であるととから，いずれも共有意識に類似

した土地所有関係と相互扶助的性格とが成立する．

(2）農業共同経営の会計分析方法

本集落の民業共同経営では土地・資本の所有者と主

要な桃作者が人的に分離している乙とから，その経営

体の認識には会計主体論の企業主体理論が適用でき

る． ζの場合，土地・資本の所有者と耕作者が経営の

危険負抑を共同で担当し，企業利i問が両者lζ配分され

る．それゆえ当骸経営では，土地・資本への付加師仙

配分前iと労働力への付加価値配分額とが，事前lζ費用

として確定できないζ とから，耕作者・の提供する労働

力と(II！の行がIll町する：1:i1包・ rr本とを，共lこl"Jf:白杭・1:1・

C rn ) 
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要素として把握する必要があるη．

本集落の農業共同経営iとは，全国共同経営と部分共

同経営との 2類型がみられる．乙れらは子供世帯が親

世帯から農業経営と家計の両而で経済的に臼立してい

く家族周期の局面lζ対応している．子供が結婚した当

初は，通常親夫婦と子供夫婦とは数年間同一家屋lと同

居する．その後子供夫婦は親失婦の家屋からU{て独立

し，同時Iと両世帯問で全而共同経営が開始される．全

而共同経営の対象作目は．水稲作，畑作，野菜作，商

産の全部門lζ及んでおり，自給生産物は分配されず

に，共同で保管・消費される．それゆえ両・111：帯間では

浪密な相互扶助を目的lと，貨幣経済部門を除いた家計

而では部分共同関係がみられる．全而共同経営の多く

は親世帯とその娘世帯との問で契約され，中には 3～

4 ilt帯がひとつの共同経営を組識する場合もある．

部分共同経営では，家計而について子供世帯におけ

る親世帯からの自立化が進み，子供1U:1ffが米倉を建築

して，収穫物の分配が行われる．その対象作目は水稲

作と畑作であり，収能物の折半分配が大部分であるd

との場合，家計而における両世帯問の相互扶助関係は

希薄化するし，経済的には子供世帯は親世帯から独立

する．また契約関係は摂子問で多いが，その他の親顕

関係や隣人との間！とも部分共同経営が一部みられる．

共同経営の契約期間は通常1年から数年間と不安定で

あり，複数の子供世帯を順次選定していく場合が多

い．しかし中には契約関係がrn年以上，特定の親子問

IC固定している場合もみられる．

以下調査農家について、世帯主の年齢と家技構成員

の状態とを基準lζ階層区分し，それらの階府を家族周

j切に対応して再編成することにより，家族周期lからみ

た所得経済の変遷を視点iζ親子陸業共同経営と刈分小

作とについて分析する．乙の場合，全而共同経営lと参

加する親子の複数世帯については2通りの分析方法を

とる．その第1は，これらの世帯が農業経営と家計而i

のうち現物経演とについて共同関係をもち，伝統的土

地所有下での相続を前提とする土地共有意識と渡街な

相互扶助関係とがみられる乙とから，親世1lfと子供世

帯との所得経済を連結し，ひとつの所何経済単位とし

て分析する．第2は．子供世帯における所得経済の展

開を明らかにするために，両世帯の所得経済を分離し

て分析する．

一般会計学における述給会計分析は，支配従属関係

lとある 2つ以上の会計から怠る経営集団を単一の組織

体とみなして，その会計状態を述結して総合的 lζ 茨

示，分析する方法であ石．この場合，経営集団内部の

投資と出資相当持分とは相殺消去されるのが，連結貸

借対照表の特散である．それゆえ，全而共同経営lζ参

加する親l仕掛と子供世帯との所得経済について連結会

計分析する場合，当該世’！日；聞の陸地や資産の貸借は相

殺消去される．

しかし全而共同経営の関係lζない世帯について

は，世帯をひとつの経済単位と考えるととができる．

水稲作や畑作を対象とする部分共同経営や水稲作を対

象とする刈分小作については，これらの経営体が各世

帯の所得経済から独立して組織されたものと擬制的lζ

考え，当該i!t1Wの所得経済iとは当該経営体からの分配

所得が配分される．また．この他の農業経営形態は，

liI-・!11：有？において経営が完結する自作陛であり，世帯

をひとつの所得経済単位として把担するととができ

る．

3. 東北タイ農村における親子農業共同経営

の展開

( 1）親子農業共同経営と家族周期

~l在vi家について。llt;lff主の年齢と家族構成員の状態

とを基準lζ階層区分し，それらの階周のうち親子股業

共同経営lζ関する部分を家族問1tolζ対応して再編，表

示したのが表－1である．表では全而共同経営lと参加

する親子の飽数世帯以外lと，親子股業共同経営lと歪る

前段階lζ位慨する自作出世帯のうち、子供が未婚・就

業者の世帯と 2!It代同居!It帯でかつ銅が子供夫婦へ援

助している世帯の 2つの階悶についても示している．

なお表では，各階府とも調在民家1戸当りあるいは全

而共同経営 1件当りの平均怖を示しており，内容は家

族や資産の状況，所得，家族農業労働時間など，所得

経済の分析に限定している．

表の親子ni業共同経営は，全而共同経営lζ参加する

調子の複数世帯について述結会計分析した結果であ

る．親子世業主t同経営は，参加l世帯からの経営要議の

HI資内容の違いから 3つの階層lζ区分できる．第1は

子供！！日IHと股地も含めた出用問定資産が事前されてお

らず，民地や資本のIH資がみられない．それゆえ子供

l!t1lrは労働力のみ提供する階層である．第2は子供l!t

惜lζ若干の眼用問定資産が蓄積され，民地についても

禁問のみが所有きれている．との階層では子供I!!：格は

労働力の他！と，若干の資本， tl:J也を出資する．部 3は

子供Ill：；貯の所有股地や同定資産の者計がすすみ，概数

111：怖が労働力，資本， C主i也を共同日¥lfiしている階府で
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N.-1 1見子山；；＼Jt liij ff・）：（・と活： 』＼！Jt,l jりl

家族閥均l ｜！ 自作fillt1tm I 自作IXltitゐ廿 税子 l:ll* 桜子息i泉 純子殴業I Jt 1,,1経 営 共 同 経 営 共 l,il＊主主f

子共が米紙・就I2 lit f¥:. I司肘 tit 子供flt採による 子供1聞による 川品 h II 

業 者｜帯、銀が子供労働力のみの縫労働力・菜l羽・ ノJ ・!.:al出・
火焔へ mi油 供 ,a・I二の資本／llfi 資本のJUiJ/Ufi

52 I 46 

見幻 l :: l 
56 52 58 54 61 54 

29 25 33 32 34 32 

1.s j 6.0 j 4.2 川6.3j s.s 8,8 

6三巴L31 7 32,7 38.2 37.5 29.0 28.0 

4.0 0 8 5.6 0.5 4.2 0.6 

9, 113 49,957 32,730 15,568 

59,208 日 61,097 49 63,660 62 53,778 58 

39,024 40 63,276 51 39,359 38 39,320 42 

5,140 5,440 8,206 6,065 

6 J'王 5/'l=-10戸 4 f'l:-8戸 5件一12戸

家 l父観の年齢｜付税の勾嚇

竿I夫の年齢 ｜ 姿の年齢
ω ｜（子供llt＇.誇）｜ （子供tit桜）
v: L一一一一一一L」二一一一一一一
氏｜ I H仙｜以来；波

l家！峡数｜就業打数｜I ・，臥 I }R.者数

資 l所有地市1W

vr. 
0) 

t~ 仁

i犯｜符業月｝間活： fl必耳UE悩

長子 25

7.3 I 4.31 3.s 

24.8 I 23.3 

m・1,:!l業 f苅1iiI 山京j引iリヰ：｜附

iiい抗 1i I股外所i! ｜川2I 3 6 

g，家族山業労働時 H日｜ 4,82 I 

剥従長Jf6U出家数・ n数 4戸

i l:1 ）資料： ：合；／＇； J~:i'ilζよる（以ドのI司 h も lilJ じ〉

2)1jl｛，＇£ ：ぷ．人IF，ライ II;. Jiii/ Ji＇パ－ ・;1 /1・;, f'o, P!ill¥J/J i ( 1ライ＝0. Jtihu, Iパーツ＝約10!'］）。

3)ijil!J ・労働時iiUは I982~j： ， ：ぷMi ・主WivJJり兄fJ 1982年12月末についてそれぞれ 1・：している．政/1ili;ltJN出家 1戸当りある

いIi共同総'w・1/'I:・当りの、l'-f--J／：立である．

4〕ill来月lf&I活mi:lW！／£悩ICついては，；；＼＇Jil:HH，必ICより.：刊百した． （土地l:.t除く）。

5 ）／苅 i!J経済のうち， I）給~um却については悩力リii，国訪悩により月j/!/1こ ｛＇，めて l－ •る．小fl i的収入. ／；~｝,r杓H•Uによる収入， iH!
:i'i 浮の：.；1Jf:;収入などから i!i られる所得1:1.ll!J 外／~ji!/1 こ ，＇~めている．

ある．

各階層における家政｝耐えHの平均年齢についてみる

と，子供が未婚・就業者のfl作段世帯→視が子供夫婦

へ佐助している 2l!t代同居 l~I 作山｜！日：：－•m子全j(ij共 IHI

経世と民間するのに対応してi相次j1'1j齢化していく。ま

た純子全両共同経営の中でも，子供uun：が労働力のみ

提供する階悶→子供l凶作が労働力，若干の資本，莱闘

を出資する階府→親子阿世帯が労働力，資本， E主J也を

共同Ill資する階府と展開するのに対応して，家族！，＇•'iii究

員の平均年齢は高まる（去－ 1）.それゆえ炎の左か

ら右への各階胞の民間は， ;;j:集落における家族問 WI

に対応しているものと思われる．すなわち説子出来共

同経営は，抗初のknがあ＇I射して却と｜初心する 2l!tfl::f¥'ij 

脂自作l.~tl世帯を経て，次の娘の結婚と同時に最初の娘

夫婦がl止？！？を独立したH寺点で始まる．独立した当初の

子供l町！？は，段i也や出用固定資産を所有していないこ

とから，共同経営には労働力のみをmv色する．その後

子供世帯は相続や購入により所有民地や資産：を書取

し，お！の死亡あるいは相続の完了を契機iζ全国共同経

常を終了する．それゆえ説子全ifli共同経営は，成長し

た子供が順次結婚し視との同店WI間を経て，親I!日f

から独立して行く家族問jtl］の一局而で展開される民業

経営形態であり，民地・資産のm統と段築技術の伝承

を含めた剖から子への股業経営の診説形態である酌．

J＜.のうち，出来就業者数，経営地而蹴，家南耳目数，

ei業所得，家族良業労働時間についてみると，子供世

帯が労働力と若干の資本，莱闘をHl資する組子会而共

同経営をピークlζ，それ以前では家族周期iこ対応して

1曽加し，それ以後では減少している．この傾向は，全

両共同経質のうち子供世帯のみについてみても，農地

ii'filWを除いた他の項目についてi該当する（表－ 2). 

説子J,l;j世11：；が労働力，資本，：／！！！：J也を共同出資する段階

では，籾l世帯から子供世帯の排出がすすみ，就業者数

が減少すると同時に，親から子への相続iとより良地や

資産が減少することから， 11'.l:業所得や家族良栄労働時

HIJが減少するものと忠われる．他方，子供世帯では観

l!tmからの自立化が進むのに対応して，股業経営のみ

ならず股外所｛！？の挫ftHζ力を入れる結果，出来所fl}や

戸
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( 1) ;<1J分小作・自作と家族周期

調査民家について世帯主の年齢と家族構成員の状態

とを基本lζ階同区分し，それらの階回のうち親子山業

共同経営終了以降．の家族問j聞を図示したのが図－ 1で

ある．図では，その始点と終点lζ，表ー1と表ー2か

ら親子阿世帯が経営要素を共同出資する共同経営と子

供が未婚・就業者の自作陛世帯とを，参考のために示

している．

通常両現は末娘夫婦と同居し，子供l!HI｝との全国共

同経営終了後は，子供夫婦が親を扶養する 2世代同居

自作際世帯となる．この場合，良地や股用固定資産は

相続lこより，全而共同経営n~，よりも減少し，就業者数，

所得，家族n11:業労働時IHIは，親の老齢化lζより減少す

る．子供世帯は，観世帯との全国共同経営終了後，メIJ

分地主l!Bffと刈分小作世帯へと展開する．市j者は，小

売商，迎送業，野菜仲買業や賃金収入等安定的限外就

業lζ従事する世帯であり，所有水聞の大部分は刈分小

作lζII＼している．後者は，相続・購入した所有民地が

零細であり，多くの経営雌地は刈分小作lとより調達す

る｜！日1｝である．乙の刈分地主世帯，メIJ分小作世帯と全

而共同経営時の子供世帯とを比較すると，両1!t{ifとも

部が親から子へ相続されるか，使用貸付けされる．し

かし契約関係が，その他の親類関係や隣人である場合

は，この限りでない．

労働力・股地・資本の

共同出資

1.6 

45 

55 

7.8 

0,6 

jl;J）資料， 111位などは茨－ 1と同じ

2）波子珂i世1lfll0の貸借関係は示していない．

3）全凶共同経営における貌｜世俗と子供l!t刊？との分業の）J星 JJl)IC対応して，子o~wmのll'J業所得については，子供llt~l}IC:J.'!J｛；さ
れた!EtlU部門における所得のみを示している．

相E扶助的刈分小作の発生原理

5,590 

2,637 

2.0 

13,465 

16,315 

6.8 

0.6 

4.0 

子供l世帯による労働力・

菜闘・若干の資本出資

2.0 

波子1:!.lm共同級公における子供ill干lfの状況

79 

21 

O, l 

3,006 

1,900 

g主林業問題lilf先（第79号・ 1985年6月）

2 0 

4,938 

19,106 

0,8 

0.1 

4,5 

4. 

-f/.l>-

子供tlt),;fによる労働力

のみの m 供

1.0 

75 

25 

家族民業労働時間等が減少するものと思われる．

(2）親子農業共同経営の成立条件とその役割

組子農業共同経営は，すべての親子世帯について成

立するわけではない．その成立条件lζは，第11こ親世

帯における段地面積や股用問定資産の規模が大きい，

第2に家族員数が多い．第 31ζ両親が｛控在であり，子

供への統制力が強いととなどが考えられる．

混子農業共同経営は，農地・資産の相続と民業技術

の伝承を含めた鋭から子への民業経営の移誠形態であ

ると同時に，技術水準の低い民業経営における生産力

向上方策でもある．乙の場合，大規模経営においては

股業労働力の確保と作業能率の向上とが，生産力向上

のために重要である．共同経営ではti繁期の労働力確

保とともに，生産部門別の担当分狽制をとり， m業と

分業を採用することにより，作業能率の向上を図って

L、るものと思われる．

子供夫婦における設業技術の習熟度が高まり，その

相続対象となる民地や家畜が確定するのに対応して，

全而共同経営の中でも分業化が進展する．親子間で位

地や家畜の使用貸借が行われ，当該経営lとついて現世

帯は子供世帯l乙委託する．やがて家計而における子供

世帯の自立化がすすむのに対応して，全而共同経営は

解消され，特定部門を対象とする部分共同経営へと展

閲する．この場合，当該生産部門における生産物は現

金あるいは現物により規子両世帯に分配される．部分

共同経営の対象地は，契約終了後その一部あるいは全

1,614 

2.0 

20,108 

6,663 

3.2 

公一2

親子農業共同経営の

獄・資ぽ？〉＼ 展開方向

所得・飽業労働時間l

家

族

腹外所得率

農業所得率

数

経営地面積

家族 E量業労働時間

営業用悶定資産現在価

ii.ti 豚

腹 外所得

股業所得

所有地面滋

大家畜頭数

家族数
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凶－ 1 刈分小fl：・ri!'I:と家政川JVJ

(2ト①自作風世帯（ 2世代l品Jr.ll.95戸）
一子供夫Uが税をf良質ー

(2←②;GJ分地主地帯（ 4戸）

一安定自首長外事tll-

子供の就業者・化により就業者数は増加している． しか

し前者では股業経営が縮小しているのに対して，営業：

用問定資産現在fiJ]jゃg主外所得が拡大している．後者で

は，とくに出業経営の拡大が著しい．

子供夫婦が1売を扶持する 21世代同居，；1（＇ド g,~ (!I；州、安

定的政外就業をもっメIJ分地主i止1lrおよひヌIJ分小作l!!Jff

は，自作地や家高頭数の拡大，営業用問定資産の警官｛

や子供の就業者化による所得拡大により，子供が米府

・就業者の自作Cを1!!:11；：へと展開する．このlflf'F Ct1tt;:l~ 

は，前述したように殺が子供夫婦へ段助する 21仕代同

居自作品世帯を経て，親子全而共同経営へと展開する．

しかし， ζれら通常の家族周JPJIこ位r11する世帯や経営

体以外lζ，調在民家の中には次の2つのwrmがみられ

た．第1は夫が死亡し，家族数が少いill分地主1！日！？マ

ある．その所有水川の大部分は刈分小作lζIllし，子供

の多くは位外就業者である．部2は民地を所有してい

ない非民家世帯である． ζの場合菜｜羽経営がみられる

が， C'l業所得は少し 111外所得が多い乙とから司l'1J'H5<

｜！昨ii'とした．

本集落は都市近郊に位置することから，近年都市化

の影響を強く受け， c店外就業機会や現金収入j~；（はj広大

している．それゆえ閃のうち，安定的e店外就業をもっ

(4>i巨≪家世帯（ 2戸｝

i主l）項目の内容

2）単位： i段、人／戸、ライ／戸、

パーツ／戸、%、時間／戸

刈分地主l!t11＼＝やゴ，，出家f!t;m=は， ci外就業機会の拡大に

対応して近年発生してきた1即時類型と思われる．

刈分小fYは，民地と比較した労働力の相対的過不足

状態の先生を契機lζ成立する．図の刈分小作世帯で

は，相続・購入した所有nij也が零細であり，民地と比

較した労働力の相対的過剰状態が刈分小作世帯の成虫

条件である．これに対して，安定的世外就業をもっ刈

分地主世帯や失ーが死亡し，家族数が少い刈分地主世帯

では，いずれも充分な民地を所有しているにもかかわ

らず， t’L業労働力とくに基幹男子労働力が相対的不足

状態にある．ζの点が刈分地主1仕，m＝の成立条件であ

る．メIJ分地：l:.l!t1irにおける拠地に比較した基幹男子労

働力の相対的不足状態が成立する嬰悶は，前述したよ

うに第 11ζ夫が安定的限外就業に従事している場合で

あり，第 21こ夫が死亡した場合である．このうち本集

落についてみると，前者はn注外就業機会の拡大l乙対応

して近年発生してきた今日的要問であり，後者は従来

からみられた要悶である．

(2）東北タイ農村における刈分小作の実態

本集活では，小作料が一定の分配比率iζ基づき現物

形態で支払われる刈分小作がみられる．その対象作目

は水fittであり，契約m手は妥や宍がそれぞれの彩zmに

-q.／ー
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貸付ける場合が多いが，隣人・知人lζ貸付ける場合も

ある．契約期間は 1年から 3年と短IUIIHJである場合が

多いが，親煩問で契約される場合は， 5年以上lζ渡る

事例もみられる．メIJ分小作の小作料率lとは， 50%, 40 

%. 33%の3稀煩がみられる. 1970年代iζ契約された

刈分小作では，親類聞の契約が多く，小作料率も大部

分が50%であった．しかし’80年代i乙契約された刈分小

作では，隣人・知人間の契約が哨加し，小作料率は観

類聞の場合が40%や33；！；，隣人・知人間の場合が50%

と，当事者聞の相互扶助関係における濃淡の差異によ

り使い分けられている．メIJ分小作は近年増加傾向にあ

るが，その当事者聞の関係は従来の親類関係から隣人

・知人関係へと広成化し，親煩間の刈分小作における

小作料率は，低下傾向を示している．

メIJ分小作のうち兄弟姉妹問で成立する場合と隣人・

知人間で成立する場合とでは， ii業共同経蛍の定義と

関連して，次の点で区別される．前述したように，伝

統的士地所有下にある兄弟姉妹の所有地については，

その使用・処分が相互規制されており，その範間内で

成立する rメ1J分小作」は，弱者数済を目的とする相互

扶助的性格が強く，一種の部分共同経営と考えられ

る．これに対して，隣人・知人間では土地所有者は良

地の使用・収益・処分権が比較的自由lζ主張でき，そ

こで成立する刈分小作の相互扶助的性怖は希薄化す

る．それゆえ，隣人・知人間の刈分小作は地主・小作

関係として把握できる．

(3）相E扶助的刈分小作の発生原理

本集落でも人口と世帯数の増加IIζより，出家 1戸当

り平均所有農地而積は減少してきた．各世帯iζ充分な

所有農地が確保され，子供世帯についても相続と附

墾，購入iとより，比較的容易iζ所有民地が獲得できた

‘時期iζは，恒常的なメlj分小作世帯や刈分地主l!t1irは存

在しなかったものと推測できる．当時の家民周期は，

組子全面共同経営終了後の観世帯と子供世帯とが，と

もに自f'Fcrnt1ffへと展開していたものと考えられる．

その中で刈分小作は失のrn稼ぎや死亡を契機IC，当該

l!t{i｝とその兄弟姉妹のi！日？との問で契約され，基幹男

子労働力の相対的不足状態が解消されるまでの過渡的

相互扶助形態としてみられたのではないだろうか．近

年，隣人・知人間で契約される刈分小作が増加傾向に

あるが，数年商iiまでの刈分小作作は，兄弟姉妹間で契

約される場合が支配的である（表－ 3）.また本集活

における1966年の民家調査でも，純粋の小作設が皆無

であり，小作地が全銚地iζ占める割合は約 8%と少か

ったことも”． 上記の推論を袈付けている．

刈分小作の初期形態を兄弟姉妹問の相互扶助として

把握する場合，前述した理由からそれはー稲の部分共

同経営と考えられる．すなわち，郡 1＇ζ民地の利用と

処分が規子・兄弟姉妹における相互扶助を目的とする f
共同意思決定を前提としており，伝統的土地所有下に

おける共有lζ近い土地所有形態がみられる．第 21ζ~I三

産の不安性lζ対する危険負担を共同で行う.・第 31ζ経

営到来の共同／H資IC対する生産物の定率分配形態をと

るζ とが，その理由である．また，：m子複数1世，；≫：：によ

る水稲作部門の共同経営が，組の死亡と水III相続を契

機に兄弟~iii~問の「メIJ分小作」へと展開した事例もみ

られる．この限りで相互扶助的刈分小作の原型は，兄

弟姉妹間で契約される「刈分小作」であり，その初期l

形態はー舶の部分共同経営と考えられる．

しかし今日では， ;;j,；集活における限外就業機会と現

金収入源の拡大とをnJi：：，乙 tlJ分小作の契約関係が隣

人・知人聞に広く普及してきており，との場合の刈分

小作iζ関係する土地所有者と耕作者とは，地主・小作

関係にある．

5. むすび

タイ国における刈分小作のうち，中央デルタ地帯に

おける不在大地主型の成立過程はすでに明らかにされ

ている 10），それは院外資本が大規模に農地を集積する

ととにより成立してきた．これに対して，天水聞にお

1:r..-3 刈分小f'I'の対人IJ'.1係別件数の打l：移

ぷヰえ
1 9 7 9 

件数 面 積

兄弟姉妹 8 84.5 
悶 その他の親族 1 18.8 

隣人・知人他 3 38 

畑 兄弟姉妹 9 

it) !ltf(r : (1：，ライ

件数

9 

6 

1 9 8 0 

面積 件数

92.5 9 

18.8 3 

62.5 7 

9 

C 24) 

- ~2-

1 9 8 1 1 9 8 2 I 9 8 3 

函積 件数 面積 件数 面積

92.5 9 92.5 9 102.5 

56.8 .3 56 8 7 91.8 
88.5 8 107 5 10 125.5 

6 
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ける自給米生産を主とする開妬段村での農業経営や刈

分小作lζ！対する研究は，未だ不充分である．

本稿では，従米自作股が大三，三を占めると考・えられて

いた東北タイ股村におけるmt・業経営のうち1J). その支

配的形態のひとつである親子股業共同経営と近年噌加

傾向にある刈分小作とを考察対象として，家族周期と

出業経営の関係を分析した．その結果，相互扶助的刈分

小作の初期形態は兄弟姉妹聞の「メIJ分小作」であり，そ

の原型は部分共同経営にある ζ とが明らかとなった．

開拓政村では民家間のIfll緑的結合が掠めて強く， j也

絃的結合は弱い．共同経営や刈分小作を相続同様に，

民地の配分ブJU＇と考えた場合，オ。；終結では土地所有者

lと対する近）1!！庄の迎いに応じて，出j也の等級別配分が

行われているゆ．すなわち，近税者ーには相続や共同経

営lζより催者手地が配分され，述脱者lこは刈分小作等lこ

より劣等地が配分されている．このように共同経常や

刈分小作を理解するならば，親子山梁共同続首や相互

扶助的刈分小作は｜片H石山村に特有の経営形態であると

考えられる．

fl: 1 ) till (tはhYi1!1 芳介「j自主小rドの J:1S~ :l』I”は五日；_J 

「；;j'jf同J.！！！会報.｛ 15 ~ 7 I} I 1925 ~ド 4 月， 後-ti・は

Hopkins nnd Hendy "F'nrm Records nn<l Acco・

nnting＂桑 IJ;(iEIS他JI＜沢，・，；，民協会， 11/l白136｛ド 7

JJ. H. ll;U止介「父子J:l!J.!j－－アメリカにおける知

型」「山系と続的.， 30~ 4 I}, 11/l和391ド1JJ t.;: nit. 

2）水野氏l立木知誌における制資結mから，タイ山

付の』，：会的iむをJ1HWl-するための核心となる紙念と

して「以敷地共住集団」を l!fjらかにした． しか

し，その災態は近いお」頬｜対係lとある桜数lit11｝のJt

i主よりも，山泉純r：；や＇i:r.1;1乙WIする相互扶助が総

本的lζ ，ri:i，な険／1巨となっている．本的で（;1 i-kl.敷

地共住民卜；J1」の民主将れ休的側iliiを，お』子1旦:tJt

l司総計とI呼ぶ. 1k 止f~11- t'タイ伐付の社会キI[tS( .I 

1i1J文；u. 11/l利凶作 lJJ 多！！日．

3）脱水市i三「7 レ一人陥fl：山民のJこJl!!fi;IJJ!'.tとj世t

・小fド11'.lf系J rアジア説ii'r~ 22.r主7ワ， 198]II'-7 

J]や悩Jt・iU - r 1Uvrl r内刈分小fli制度の粍済分析A

大別：：t, 11/l刷59｛ド 4.Jjでは， m互扶助的刈分小作

をトI椛H：会におけるトI：会粍ii'i的険仰のー；百I分，あ

るいは地：i：・小作l財係を－Htの内郎ttU，誌とみてい

る．また北I!¥(i・4「タイ米作j見栄の続前i』.i；白(I)_J 

rアジア粍i斤.l 15@ 4 ¥}, 1974"1' 4 JJでli-lHU• 

llfl1H ・隣人による土地所（j の制｜吸が人 I］・ llt~i;； ~

のj泊加lζ対応して，，gru 山地illi杭規似を：石刻II化さ

せ， LIf'I：民的家l肱J,',INIをii,Jl-JIさせる点lζ，小作j自

の発生誕［祖を求めている

-t-> 11uにr1 ,I，の以来共同紙-r,；の 11｛念（i，阿i,1;；；－~斗．

( 25) 
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「~~共同鐙営の会計主体」同 r，段業財務会計
冶」明文書房， llll和4911'-2月， l,'ll谷組夫著作ma
どき「12l業生白組織論」肢体統計協会，昭和54年12

}-l.古！日｜専門店業生毘共同組織論」農林統計協

会， 11/l和551f-11月$P.a.

5) llt獄とは，住居および生計をともにする者の団

体である（「広辞苑」）．住居が異なる場合でも，

所得経済と家計粍主？とについて完全な共同関係が

認められる者は， lll－のtit{ifを形成する．本 t；~の

分析対象である親子政5民共同級包・lζ多加する殺と

子とは，以下のili[幽からそれぞれ独立した II同？を

形成しているものと判断する. J'.i~ 1 Iζ，子供夫婦

は税夫婦から！tlt立した住居を所有している. i:11 2 

に．子｛！~夫婦と籾夫婦との経済関係のうち現物鋭

的については完全な共l:11I氾係が認められるが， ft

俗説的については両者は独立している．本然洛IC

おけるi9ijリ経済についてみると，水IUOr-）や菜

｜必（野菜）を対象とする現物経済と，知， ti"i.rn.
m外就業を対象とする 1t幣経済とがある．乙れら

のうち子{It夫焔は，とくに銭外就業による現金所

i'J の獲得とその消火について， tQ.夫t{d と ~1l立した
ぷ.m決定単位を形成している．なお. ＊＊落にお

けるJJ!4均経済と貨幣経済IC関する詳細は，宮崎主主

「！U．｜ヒタイ山付における11!!j也貸借と広！~民共同経営

lζ｜刈する粍成分析J rアジアiii涜」 25巻 11号，

19841ドIUJ5-!Jl(l, 

(j）伝統的土地l日f(f (;t.宮崎前m杭を，また貌族組織

の机 ff.伏見h の ；~悠 Ii 日羽益生・武包尚彦「「昆虫土

地共｛主集団」再考」・.!ltNiアジア研究」 21巻 3
1ム 1983~J:12月 J;!!({. :;j正f；~では，続 Jぷを貌とその

子供Iζより！制点される凶1um聞の怠味で伎1日して

いる．また濃密な相互扶助とは，現地語で「共働

j長会共ill」と表現される内容を伝し，出業経宇tや
まれ1l1iにおける ;1七1,m1係を迂う．

7 ) 1出決Jt1111 t玉沢への iiモ業主体im論の迎If]は，；＇＆！：，『3
1ぷ「公立｜主体諭と t五日｛本誌！J誌のZif獄型」 r' J.出来ilt
1l；学研究..i 17 ~_;-. 1984年10月主主j（，日．

s) *m誌では老却が末娘夫約により扶獲される i~

（干が多く， I見から子供への民地相続もta，とくに

ぷ娘IC(j平ljなtiJ合で行われる場合が多い．息子の

.,;~ J世相続CH七絞的少く， 家畜や住居を合めたJI!!J也

以外の間定資tr・：を相続する場合が多い．

。）本集長年における1966年のj良家法j盗については，

ノ'k日！f1ii110 1iJ主主！！（｛.

10）乙の／i,については，友｝主主主「タイにおける土地

J 弘rii の J1t1m~n」斉泌仁 rアジア土地政策治序

説」アジア終的研究所， 1976ff，多照．

11〕乙の点については，淀川勉「11［陶アジア土地制

出：論」「アジアfH't.J 19,] 3号， 1978年 3月星；P.≪.
12）この点については．宮崎tiiJ!Cf):j参P.(i.

（筆者・京都大学農学部〉




